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　　　　　　　　　　　　　　密集住宅市街地整備促進事業、生活街路整備（または細街路整備）、木造密集市街地、阪神・淡路大震災

　　　　　　　　　　　1。研究の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　川面地区（以下宝塚と略称）と伊丹市荒牧地区（以下伊

　　　　　　　　　　木造密集住宅地整備で問題になるのは、細街路による　　丹と略称）の2市と、淡路の一宮町郡家地区（以下一宮

　　　　　　　　　基盤未整備の問題と狭小宅地の問題である。復興まちつ　　と略称）、東浦町仮屋地区（以下東浦と略称）の2町の計

　　　　　　　　　くりにおける面整備事業では、法定都市計画で強制力の　　4地区を対象とする。

　　　　　　　　　ある土地区画整理事業が主として行われ行政・住民の対　　　震災後、生活街路整備型の密集事業を行っているの

　　　　　　　　　立もあって、注目されてきた。そうした一方で任意事業　　は、宝塚市3地区、伊丹市3地区、淡路・一宮町、東浦

　　　　　　　　　であるためあまり注目されてこなかったが生活街路整備　　町各1地区等である，これらの地区は、いずれも旧集落

　　　　　　　　　型の密集市街地整備促進事業（以下、密集事業と略称）に　　地区であるが、宝塚市では駅近辺の旧集落地区が、伊丹

　　　　　　　　　よるまちづくりが着実な成果をあげてきている。　　　　市では、周辺が区画整理で整備されたなかで、未整備の

　　　　　　　　　　震災後の細街路整備に関する研究には、細街路と狭小　　まま残されてきた旧集落地区が指定されている。また、

1　　　　　　　　宅地問題を検討した佐藤・片寄の研究D、西須磨地区を　　淡路の2町では、いずれも町の中心的な部分が指定され

　　　　　　　　　対象に住宅再建の困難性を検討した安藤・幸田らの研究　　ている。

　　　　　　　　　2｝等がある。また生活街路整備型密集事業の研究につい　　　前者の2市は都市部市街地における木造密集地区での

　　　　　　　　　ては、震災後の木造密集住宅地の整備・改善に果たす役　　事業、後者の2町は農村、漁村における木造密集地区で

　　　　　　　　　割を検討した安藤・幸田の研究3｝がある。　　　　　　　の事業であり、その比較検討という意味も．もっている。

　　　　　　　　　　本研究では、震災後、生活街路拡幅をともなう密集事　　　調査の方法は、自治体でのヒヤリングと、資料、地図

　　　　　　　　　業を行った4地区を対象に、事業計画、事業内容（敷地　　等の収集とそれに基づく作業である。

　　　　　　　　　買収形態、建物補償等）を把握することによって、次の　　　調査の内容は、1）事業全体を把握する調査として、①

　　　　　　　　　点を明らかにすることを目的とする。第1には生活街路　　事業に至る経緯く事業手法の選択、地区の選定・範囲）、

　　　　　　　　　整備型の密集事業が木造密集地区の整備に果たす役割を　　②事業地区の従前の実態（狭隙道路、狭小宅地、建物老

　　　　　　　　　明らかにすること、第2に．は、密集事業が画一的でなく、　朽度等）、③事業内容（生活街路、公園等）。2）用地買収

　　　　　　　　　地区の特徴に応じて各自治体で特色をもった多様な事業　　の一筆毎についての調査として、①買収形態（道路拡幅

　　　　　　　　　として展開されていることを明らかにすること、第3に　　部分だけか一筆買収か）、②所在地（在地主か不在地主
1　　　　　　　は、土地区画整理事業との若干の比較検討を試みること　　か）、③権利関係、④建物補償、代替地対策の必要性と対

1　　　　　　　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策の有無等を把握しようとした（D。調査時期は、1998

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年1～3月と10～12月である。

　　　　　　　　　　2，調査対象地区と方法

1　　　　　　　　　本論文の研究対象は、密集事業が行われている宝塚市　　　3．対象地区の従前状況と事業概要
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　　　　　　調査対象4地区の震災前の状況を示したのが表一1で　　盤整備が遅れている旧村落地域を震災復興促進区域に

　　　　　あり、道路整備を主とする事業概要と道路整備の進捗率　　指定し、調査対象となっている荒牧地区と鴻池地区、西　　　　　　　　1

　　　　　を示したのが表一2である（2）。また各地区の道路整備と　　野地区の3ヶ所で密集事業を行っている（3地区のほ

　　　　　買収家屋の状況を示したのが図一1～4である。　　　　　かに市の単独事業として池尻地区）。密集事業の整備方

　　　　　　3．1　宝塚地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　針としては、復興道路、ポケットパーク、防火水槽、生

　　　　　　旧集落であり、基盤未整備で幅員4m未満の道路が69　垣緑化、まちなみ景観および住環境の保全の目標をか

　　　　　男と多い地区である。市が生活街路整備型の密集事業に　　かげている。当初は、旧村落の4m未満の道路12路線

　　　　　取り組むことになった要因には震災以前からの生活道路　　すべてを拡幅しようとしたが、最終的には沿道住民の

　　　　　整備に関する位置づけの大きさがある。市では震災前か　　合意が得られた細街路9路線を幅員5mに拡幅する事

　　　　　ら遅れている生活道路整備に力を入れたいという趣旨で、　業が実施されている。旧村落内には公園が1ヶ所もな

　　　　　「宝塚市生活道路整備要綱」を準備していた。この生活街　　かったため、冥罰の中央部にポケットパークが設けら

　　　　　路整備要綱を根拠に4mに満たない道路については、私　　れることになっている（表一2、図一2）。

　　　　　道を含めほぼすべての道路を4．3mに拡幅（一部新設道　　　3．3　一宮地区

　　　　　路を含む）する事業である（指定道路の地区中央を東西　　　一宮町の中心部で地区中央を南北に走る旧国道から

　　　　　に走る川面街道は6．3mに拡幅）。当初は川面3丁目地区　　下側は漁村の面影が残る町並みで狭陞道路が多く旧国

　　　　　での密集事業であったが、その後平成9年度には川面街　　道から山側は農村的な集落が広がっている。漁村と農

　　　　　道から北側の川面4丁目地区へも地域が拡大されて実施　　　　　幌，、．　　　　　　　　　　　　　　1，，．

　　　　　蒙蟹　公園も3ケ所計画されている鋤（表藤灘、ゐ！．、．孝

　　　　　　害旙欝置。、地区の多，は低層戸建てを中心綴薄羅．一一”嬉野

　　　　　とした住宅地で・・…に坐上・蹴規模・広・・一襲鑓『ヒ難蝿，・、1

　　　　　朗な居住環境の腔地である・市では・被害を受腿　増．．卿、、’唯ll．．”　認．

　　　　　　　　　　表・・地区の従前の状況　　§　一一藷’繧＿壷＿蒸

　　　　　　　　　　　　　　宝塚朔一宮輔”一．i・一一矧一跡…甥嫌
　　　　　　　麗畷藷四四辞　　図・宝塚地区の道蹴・買収家屋
　　　　　　撤去家屋率　　58．2％　39．7％　80．8％　42。6％　　　Il」．一一　、．．＿　　　　　一一．．　　一　、．

　　　　　難灘雛ll　il；il　iilll嬬叢論鐵織騨

　　　　　注：1．伊丹の撤去家屋率は全・半壊率である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　．。・．・唾　　節
　　　　　　2．老朽住宅は、密集事業遡江要絹別表で耐用年数の2／3を超過する　　　』　隔．。　　　一　ド　　　ーニー，．2謄lo層レ　ト　漁　　　「

　　　　　　灘謝難瓢耀臨；雛熱

I蓄・宝楓。課器議讐雛葦縛欝欝畢＝：；鐸ドロ騨　　I
I　　　　　　業計画地区の一部になっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　図一2　伊丹地区の道路整備と買収家屋
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　　　　　　　　　　　　　一・・，．⑦．一購繧　国道と激挟まれた南北約2。5㎞、頼約…mと細

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．。翌．蟻，　　　　　らすぐの国道に通じる東西の道は、2mに満たない細街

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、＿　　華　　（　　路が数多く走っており、4m未満道路率が85．9％とほと

　　　　　　　　ヨ　　＿　　．　　　　　　　　．、　　．　・・、　　　んどを占める。事業は、震災での教訓から避難路をより

　　　　　　　　　　　　　　’　　．帆鳳’．糧　結ぶ道）の整備を難論に行っている・当初26購で計

　　　　　　　　　一，、鐘．・　灘　・’・騰　　離穎：認嘉藻諮繍濃繊麟欝

　　　　　　　　　　　臨　　豪．・’・．。・楢で・・．その他の事業としては、二戸一の低層木鍵屋

　　　　　　　　　　謹、．曽　　　　　　．、　　窺　　。’讐　　　形式のコミュニティー住宅が8ヶ所建設されている。中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．一・’・　、　　層の従来型のコミュニティ住宅とは異なり、細街路の多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い密集した地区内に溶けこんでいる。それ以外に、集会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　　　所、公園等を整備している。東浦地区の事業は、漁業集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・＝・　　苧環壇整備事業との合併施行である（表一2、図一4）。表一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一。一【、載　3に4地区のまちづくりの繍の概要を示すが粗製着

　　　　　　　　　　　　図一3一宮地区の道路整備と買収家屋　　　　　工以降も頗調に進行している。

　　　　　　　　村が同居している地区である。事業は、狭開道路29路線　　　4．事業の内容と地権者のかかわり

　　　　　　　　を拡幅する計画であったが、現在は優先8路線を指定し　　密集事業は用地買収によるため地権者の利害と直接かか

　　　　　　　　事業を実施している。そのうち中心商店街の路線につい　　わる。ここでは敷地一筆ごとのデータによって、敷地の

　　　　　　　　ては．幅員7mを10mのコミュニティ道路に拡幅整備　　買収率と買収形態、地権者の構成、建物補償について分

　　　　　　　　しょうとしている。この商店街道路に面して、コミュニ　　下する（表4～6）。

　　　　　　　　ティ住宅が建ち、1階には店舗が入居し、郡家地区の商　　（1）敷地の買収率

　　　　　　　　業活性化の一役を担っている。他にコミュニティ住宅2　　　現在までの敷地の買収率は、東浦！00％、宝塚92％で

　　　　　　　　棟を建設している。過疎事業との合併施行である。8路　　買収が進み、一宮5696、伊丹55路で遅れている。一宮

　　　　　　　　線以外の道路整備については、まだ目処はたっていない　　では不在地主等で、敷地境界の確定が遅れ、それが買収

　　　　　　　　（二一2、二一3）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　の遅れにもなっている。伊丹では、路線によって買収に

　　　　　　　　　3．4　東浦地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなりのばらつきがある。その理由は、一方が拡幅しな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表一34地区のまちづくり経緯の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　宝塚　　　　　　　　　　　　伊丹　　　　　　　　　　　一宮　　　　　　　　　　　東浦

　　　　　　　　　平成7年6月、川面3丁目復興委員会設立3月、自治会総会　　　　　　2月、町民緊急アンケート調査2月、自治会ごとに説明会

　　　　　　　　　　　　7月、住民アンケート　　　　　5月、第1回地区内整備委員会3月、密集事業計画大臣承認　6月、密集事業計画大臣承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月、復興委員会設立
　　　　　　　　　平成8年3月、密集事業計画大臣承認　　1月目密集事業計画大臣承認　1月、事業着工　　　　　　　6月、事業着工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月目事業着工

　　　　　　　　　平成9年3月、事業着工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4　東浦地区の道路整備と買収家屋
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い路線（4m未満）と接する角地の地権者が納得しない　　　　　表4　敷地の買収率と買収形態　　　　件数（％）

ケースがあるためである（二一4）。　　　　　　　　　　　　　　　　道路　　　　コミ・ニティ住宅公園等　　　買収率

（・）敷地買収礁　　　　　　　 鑛欝・額欝計未買収・齢
　敷地の買収形態を敷地全部の買収と道路拡幅部分だけ　　　宝塚　　0　136　136　　5　　0　　5　12　92．跳
の部分買収に分けてみる。道路については、宝塚、伊丹　　　　　（0『O）（100’0）（100’O）（100’O）（0’O）（100‘0）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　57　　　　　57　　　　　　1　　　　　0　　　　　1
の都市部では、すべてが拡幅部分だけの部分買収であ　　伊丹　（0．0）（100．O）（10。．0）（100．0）（0，0）（100．0＞47　55・2％

・・それに対して・とくに輔では・／・の多くが全面買　一宮，21駕、，1爺，1。1駕（1。鴻、。．8，1。。鷺・…1・

収になっている（二一4）。　　　　　　　　　　　　　　　　　59　31　gO　23　0　23
（3）地権者の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東浦　（65．6）（344）（100．0）（100．0）（00（100．0）　0　100」罵

　地権者の構成でも特徴がある。宝塚、伊丹はほとんど　　口沫買収はすべて道路予定用地である

が在地主で、一宮、東浦では不在地主（20器強）が多い。
不在地主は、事業には協力的であるが、前述した敷地確　　　　表一5地権者（在地主’不在地主）の構成　件数（％〕

定のような問題もある（表一5）。　　　　　　　　　　　　　　　　在地主　　不在地主　　不明　　　計

（4）道路拡幅にともなう建物補償　　　　　　　　　　　宝塚　　　　138　　　　8　　　　0　　　146

震災糖が浅き・更地・な・た場合が多…たため・伊丹　（翻　（轡　（0男（101寵

支障物件なしが東浦、一宮、宝塚では大部分である。し　　　　　　　　（gg．0）　　（1．0）　　（0．0）　（100．0）

かし、再築も宝塚、伊丹、一宮では5～10踏あり、こう　　　一宮　　　　118　　　37　　　　13　　　168

・た藤補償が住民の評価でも舗・大き・・役割・果た　東浦　（7瑠（22紹　（昭（10聴

している。被害の相対的に小さかった伊丹では二等の工　　　　　　　　（78．1）　　（21．g）　　（0．0）　（100．0）

作物補償（21件）が多い（表一6）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表一6道路拡幅にともなう建物補償　　件数（％）

5・各自治体での麟事業計画の特徴　　　　　畷曳家切旨取工作物轟駝・＋
　以上みてきたように・4つの自治体で行われている生　　　宝塚　　　15　　3　　6　　1　123　　148

活街路を拡幅する密集事業は当然共通点をもっている　　　　　　（10．1）　（2．0）　（4．1）　（0．7）（83．1）（100．0）

が、他方で、各自治体での計画上の違いもある。ここで　　　伊丹　　　　6　　2　　2　　21　　29　　60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10．O）　　（3．3）　　（3．3）　　（35。0）　　（48．3）　（100．O）
は各自治体ごとの計画上の特徴点に着目して分析する。　　　＿宮　　　12　　1　　1　　5　221　　240

　5．1　宝塚地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．o）　（0。4）　（0．4）　（2．1）（92．1）（100．0）

　宝塚市川面地区での事業の特徴は以下のような点であ　　　東浦　　　2　　0　　0　　0　115　　117
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．7）　　　（0．0）　　　（0曹0）　　　（0．0）　　（98．3）　（100．0）
る・第1には・行政（県・市）が当初土地区画整理事業　　注）敷地と建物については件数は＿致しない

を行おうとしたこと、そのため、区画整理と密集事業（現

道を拡幅する方策）との比較、検討が一定期間行われて　　力である。市の担当者が細街路整備に活用できる制度を

いることである（4）。第2に、そうした区画整理の検討か　　求めて県へ度々出向いて模索し、密集事業制度の活用に

ら出発したために、基本的には、4m未満の道路をすべ　　到達している。第2には、整備すべき路線を決め、その

て4日目4．3m）に拡幅する面整備型の密集事業として　　内で住民の合意がとれた路線で整備を行っていること

取り組まれたことである。第3には、逆に、面整備であ　　（荒牧地区は！2路線中9路線）である。しかし、この点

りながら現道拡幅がほとんどであったため、6差路や一　　では前述したように「角地の宅地で協力が得られにく

列宅地といった従前での不合理な街路構成をもつ街区の　　い」という問題も生じている。第3には、拡幅後の幅員

改善ができなかったという問題をもっている。第4には、　　を4mでなくそれより広い5mにしていることである。

隣接する4丁目への事業の拡大が行われたことである。　これは、他の3地区と比べて宅地規模が比較的大きいこ

これは、今回の復興まちづくりでの面整備事業でも他に　　とが作用していると思われる。第4は、国の補助で行う

みられない例である。徹底した住民参加と道路拡幅部分　　荒牧地区を含む密集事業3地区に加えて採択要件に足ら

の買収や建物補償を行ってきた3丁目の事業の結果が、　ない！地区を市の単独事業として行っていることであ

4丁目の居住者に評価され、受け入れられていることが　　る。これは細街路整備への市の積極性を示している。

地区の拡大という事実で示されている。　　　　　　　　　5．3　一宮地区

　5．2　伊丹地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1に、当初29路線を決め、その内8路線を重点に

　伊丹地区の特徴は、第1に、密集事業制度選択への努　　して精力的に事業を展開していること。第2に、まちの
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　　　　　　　　　1）土地の買収状況　　　　　　　　　　　　　2）事業用土地状況図　　　　　　　　　　　3＞事業後の用途と敷地の変容

　　　　　　　　　　　・舞：驚器㎜謂　　下弓　騒・・　■灘酒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図・5　．薮の町地区の事業前と事業後の敷地の変化

　　　　　　　　中心商店街になる通りについては、7mを！0mのコミュ　　として受け、図のように拡幅道路に面する敷地になって

　　　　　　　　ニティ道路に拡幅するという密集事業としては大きい位　　いる，Dは、自分の土地が一部道路にかかった分は下側

　　　　　　　　置づけの道路拡幅として取り組まれている。第3に、コ　　（海側）の代替地をあて、もう一つ（上側）の代替地を町から

　　　　　　　　ミュニテイ住宅の建設である。3棟のコミュニティ住宅　　購入して図のような敷地にしている。以上のように、東

　　　　　　　　を建設し、その内1棟については、幅員10rnのコミュニ　　浦の場合には、地区内外に多くの代替地を先行取得し、

　　　　　　　　ティ道路の中心部に面する拠点的事業である。！階は道　　地権者の要望に応えながら交渉を進めやすくしている。

　　　　　　　　路拡幅によって立ち退いた商店が入居し、ポケットパー

　　　　　　　　クをつくり、イベント広場を設けるなどして町の活性化　　　6．復興土地区画整理事業との比較

　　　　　　　　の中心的役割を担おうとしている。　　　　　　　　　　　　ここでは、法定事業の土地区画整理事業と生活街路整

　　　　　　　　　5．4　東浦地区　　　　　　　　　　　　　　　　　備型の密集事業との比較という観点から整備敷地率とい

　　　　　　　　　第1に・26路線を決め・その内とくに国道からのアク　　う概念を導入し、事業の結果どれだけの敷地が整備され

　　　　　　　　セス道路として整備効果が大きい縦道5路線を決め、一　　るかについて考察する．数字による検討が可能なものと

　　　　　　　　斉にとりくんだこと（後に4路線追加）。第2に・買収を　　して、①事業による4m以上の道路整備率（整備敷地率）、

　　　　　　　　容易にするために道路拡幅部分だけでなく宅地全部の買　　②ヘクタール当たりの事業費を検討する㈲。

　　　　　　　　収を基本にしたこと。道路整備に付加して、緑道、緑地　　（1）事業による整備敷地比率

　　　　　　　　整備、集会所整備等を同時に行っている。第3に土地の　　　区画整理事業が行われれば100％の敷地が4m以上の

　　　　　　　　交換部分や、入れ替え、代替用地のための土地取得等を　　道路に接することになる。密集事業が行われれば、どれ

　　　　　　　　行い、小さいスケールではあるが総合的な方策を使いな　　だけの敷地が整備されることになるのだろうか。それを

　　　　　　　　がら、生活街路拡幅を行っていることである。　　　　　みたのが世一7である。整備敷地率は、ほとんどの道路を

　　　　　　　　　以下では・東浦地区でのそうした例を具体的にみてい　　4．3mに拡幅した宝塚87．6％は高く、面整備に近い事業

　　　　　　　　く。図一5は薮の町地区（三一4の○で囲った部分）で　　になっている。伊丹市は72．7彫であり、一宮町は71．0，6

　　　　　　　　の事業展開を示したものである。用地買収状況は、全景　　でかなりの整備であることがわかる，東浦は整備敷地率

　　　　　　　　買収10件、部分買収8件であり、また代替地用平筆買収

　　　　　　　　は8件、建物補償は1件である。事業後の用途は、公園　　　　表一7　事業による整備敷地率　　　　件数（％）

　　　　　　　　簸勲畷禦響コミュニティ住宅2棟4　蒙魏灘瓢非欝㌦・

　　　　　　　　　ここでA～Dの敷地が事業によってどのように変容し　　　宝塚　　　153　　0　　9　　23　　32　　185

　　　　　　　　たかをみる。敷地Aでは、道路になる部分を一部売却し、　　　　　　（82・7）　（0・0）　（4・9）（12・の　（17・3）（100・0）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　俘丹　　　105　　　0　　　7　　42　　49　　154　　　　　　　　その代わりに隣の代替地の一部を購入してL型の土地か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68．2）　　（0．0）　　　（4．5）　　（27．3）　　（31．8）　　（100．O）

　　　　　　　　ら正方形に近い土地に変わっている。Bでは2軒の土地　　　一宮　　　370　　6　　30　　36　　66　　姐2

　　　　　　　　の上側（山側）にある代替地を合わせて敷地境界線を引き　　　　　　（83．7）　（1．4）　（6．8）　（8．1＞　（14．9）（100．0）

　　　　　　　　直し、道路で減少した土地を補償されている。Cの土地　　　東浦　　　113　　17　355　383　738　　868
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13．O）　　（2．0）　　（40．9）　　（44．1）　　（85．0）　（100．0）
　　　　　　　　は左側にコミュニティ住宅が建設され・右側は他人の土　　注1）整備済敷地とは、幅員41n以上の道路に接している敷地

　　　　　　　　地で進入路がなくなった。そのため代替地の一部を補償　　注2）それ以外の買収敷地とは、事業対象地以外での買収敷地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度第35回日本都市計画学会学術研究論文築989

L

安藤元夫　ホームページ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T

表一8　都市部での土地区画整理事業の事業費　　　　　　　収になっている。農漁村部の一宮、東浦では全面買収も

　　　地区名　　　事業費　　面積　　ha当り事　　多く・とくに東浦では2／3の多くが全面買収であり道
　　　　　　　　　　　　（億円）　　（ha）　業費（億円）　　路脇の緑地整備などに活用している。

森南地区　　　　　　　55　　　　6．7　　　8．21
六甲道駅北地区　　　　249　　　16．1　　15．47　　　　②在地主・不在地主の関係でも地域性が表れている。

六甲道駅西地区　　　　68　　　3．6　　　18．89　　　都市部ではほとんどが在地主だが、農漁村部は不在地主

松本地区　　　　　　176　　　8・9　　19・78　　　が相対的に多い。このことは事業を進めやすくしている

御菅東地区　　　　　　95　　　　5・6　　　16・96　　　る反面、敷地境界の確定では事業が遅くなる要因になつ
御守西地区　　　　　　　68　　　　4．6　　　14．78
長田山北地区　　　　　798　　　59．6　　13．39　　　ている。

鷹取束第一地区　　　　100　　　8．5　　11．76　　　　③本論文の5章で分析したように密集事業という共通

鷹取東第二地区　　　　258　　　19・7　　13・10　　　の制度を用いながら、4つの自治体各々が、地域の実態

西宮北口駅北東地区　　510　　　31・2　　16・35　　　や住民要求をふまえ、特徴のある事業運用をしているこ

西宮森具地区　　　　　　149　　　10．5　　　14．19
芦屋中央地区　　　　　215　　　！3．4　　16．04　　　　とが明らかになった・別途行った地権者’居住者に対す

芦屋西部第一地区　　　182　　　10．3　　17．67　　　る調査でも本事業の評価は高くなっている。これは、区

芦屋西部第二地区　　　92　　　10・7　　8・60　　　画整理等の強制力をともなう事業でなく、密集事業が任

尼崎築地地区　　　　　194　　　13・7　　1416　　　意事業であり、住民の合意が前提となるため、柔軟性を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もって展開されやすいという長所であろう。

表一9都市部での密集事業の事業費　，　　　　　　　　④事業による整備敷地率とヘクタール当たりの事業

　　　　　事業費　　　事業地区　　　道路整備地区　　　費による区画整理事業との若干の検討からは、密集事

　　　　　・億・榴h猫三編講鶴龍門撒誌線㌫競製毒
宝　塚　43・30　14・7　　2・95　　8・8　　4・92　　　は区画整理事業の1／3～1／8程度となっている。

伊丹17．3824．5　0．71　9．1　1．91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）事業全体を把握する①～③についτはヒアリングを行い，一筆毎について
55，9％で4地区の中で最も低い。これは本地区が面積的　　の鮫である①～④については、ヒアリングによって地図に転記してレ・〈牒を

に広く、しかも従前はほとんどが1～2mの路地という　　行った’住民側からの事業評価につレ｝ては洞じ4地区について別途「居住者に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対するアンケート網査を行い，昨年度，文献3）で報告している。
基盤条件の低さのためである。　　　　　　　　　　　　　なお、入手した資料は携文献の6）に記載した．

（2）ヘクタール当たりの事業費　　　　　　　　　　　　　（2＞4地区の従前の服は・各地区の密集住宅市街地益備促進事業計酪告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による．なお、宝塚市川面地区、伊丹市荒牧地区では，道路整備を行っている区
　ヘクタール当たりの事業費を比較するため都市部での　　域臨事業計醜区の＿部であるので、表．2は鮪地区面積としている．

復興土地区画整理事業と宝塚、伊丹の密集事業（表一8、　　（3）亭業計画区域は11・3haであるが・実際に事業を行っている川面3丁目は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．4haであり．拡大された川面4丁目は3．3haである．
9）を検討する。区画整理事業でヘクタール当たりの事　　（4）当初提案された区酪理案図は文献4）に示してレ、る．

業費が小さいのは、道路整備の比率の小さい森南8．21億　　（5）復興区画盤について｝よ・文献5）で詳しく鍛じている．

円・趨西部第・駆・・6欄等であり澱も大きいの　鑑膨。。。。、1996、，。肺。。燃。。。。。おけ。。貝．

は松本地区19．78億円、六甲道駅西地区18．89億円であ　　業計画の特徴について一まちづくり，住宅復興，山繭備の復唱状態からみた都

るが・多くはヘクタール当たり・5億円前後である・　無記欝1穿鰍2）｝」1996年度勲回添附醐学術

　宝塚、伊丹の密集事業を見ると、事業計画地区全体で　　　2）安藤元夫，奉田稔（1gg7）「木遣密集市衡地の細街跨，狭小宅地における

みると各・・95鯛・…鯛であり・道三三が行われ三筆鷲野竺｝欝徽；壷飾論破1留糊糠伐

ている部分に全事業費を投入すると考えたとし．ても、各　　756

4，92億円。！．91億円であり、区画整理事業の1／3～1／　　3）幸田稔・安藤元夫（1999）「細街路整備型震災復興密集事策の購と評価に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閲する研究一宝塚市，伊丹市，淡路・一宮町，東浦町における住民アンケート綱
8程度となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　査＿」1ggg年度第34回日本都市計画学会学術研究諭文集pp625．630

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）安藤元夫，幸田稔他「震災復貝まちづくりにおける生活街路整備型密集事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑の評価に閲する研究一宝塚市・川面地区におけるケーススタディー」都市計
　7．ま　と　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画　 219号．1999年pp61－66

　今回の震災復興で活用された4地区での生活街路整備　　　5）震災復興区画整理については「震災復興区画整理の論点と展望」馳域共

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生のまちづくり一生活空間計画学の現代的課題一』　（学芸出版社）1998年、
をめざす密集事業の取り組みを分析してきたが、本論文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pp362－377
は以下のようにまとめることができる。　　　　　　　　　6）・各地区の密集事業計画書　・宝塚市川面3丁目地区まちつく臆向目

①地瀦とのかかわり激地の買収形態で｝ま・獅部薇藤塚陰画繍。宙婁鱈、灘整濃羅職

の宝塚、伊丹は地価も高く、道路拡幅部分だけの部分買　　指針　・東滞町阪神・淡路大震災門門の住卸・とまちづくり
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